
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 土居 昌弘

１ 日 時

平成２９年３月６日（月） 午前１０時４６分から

午前１１時４０分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

土居昌弘、木付親次、御手洗吉生、後藤慎太郎、小嶋秀行、河野成司、佐々木敏夫

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員等の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

農林水産部長 尾野賢治 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第４６号議案のうち本委員会関係部分及び第５１号議案から第５３号議案までにつ

いては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）県議会議長と市町村議会議長との意見交換会における要望事項への対応について、

執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 姫野剛

政策調査課調査広報班 主査 上田雅子



農林水産委員会次第

日時：平成２９年３月６日（月）本会議終了後

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係

（１）付託案件の審査

第 ４６号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第６号）

（本委員会関係部分）

第 ５１号議案 平成２８年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算

（第１号）

第 ５２号議案 平成２８年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

（第１号）

第 ５３号議案 平成２８年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）

（２）諸般の報告

①県議会議長と市町村議会議長との意見交換会における要望事項への対応について

（３）その他

３ 協議事項

（１）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

土居委員長 ただいまから、農林水産委員会

を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受け

ました議案４件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り審査に入ります。

まず、第４６号議案平成２８年度大分県一

般会計補正予算（第６号）のうち、本委員会

関係部分について執行部の説明を求めます。

安藤農林水産企画課長 第４６号議案平成２

８年度大分県一般会計補正予算（第６号）の

うち、農林水産部関係分についてご説明させ

ていただきます。

農林水産委員会資料の１ページの（１）予

算の表の太枠で囲んであります平成２８年度

３月補正予算案の計（イ）をごらんください。

補正予算額については、災害復旧費の不用

や公共事業費の内示減のほか、本年度の事業

執行において生じた所要額の減により、９３

億８，３６１万７千円の減補正となっており

ます。総額としてはマイナスとなっています

が、その下の括弧書きにありますとおり、９

月、１１月補正に続き、国の補正予算を積極

的に受け込み、畜産施設の整備や公共事業を

中心に４４億８，７６６万７千円を計上し、

構造改革のさらなる加速を図ることとしてお

ります。

次に、繰り越しについてですが、ここから

は議案書で説明させていただきます。

議案書の１７ページをお開きください。

繰越明許費についてご説明します。これは

災害関連事業を初め、先ほどご説明いたしま

した国の補正予算に関する事業や、用地交渉

に不測の日数を要したことなどにより年度内

完成の見込みが困難な事業について、次年度

への繰越限度額を設定させていただくもので

ございます。

農林水産部では、追加分として、第６款農

林水産業費の行の右端、５７億８，６６５万

９千円のうち５７億８，３３０万９千円を、

２５ページの第１１款災害復旧費に、第１項

農林水産業施設災害復旧費として９億８，１

５５万８千円を設定させていただいておりま

す。

加えまして、昨年の第４回定例会で議決を

いただいた繰越事業についても、事業の進捗

状況に応じ、繰越額の変更を行っており、こ

ちらにつきましては２７ページに変更分とし

て記載しております。農林水産部関係は、第

６款農林水産業費の右から２つ目の補正額に

あります４９億２，５９８万２千円を増額し

ております。

次に、３２ページをお開きください。

債務負担行為の補正でございます。まず、

追加分についてご説明いたします。

１番上、６の国営大野川上流直轄事業負担

金６億４，１４７万９千円は、国が行う大蘇

ダムの今年度工事費が決定したことに伴い、

翌年度以降の負担金を計上するものです。

７の防災ダム事業から１２の水産生産基盤

整備事業は、国庫債務負担行為による事業で

ございまして、予算は２９年度当初予算に計

上しておりますが、年間を通じた工事発注の

平準化を図るために、債務負担行為を設定す

るものでございます。

下の、３３ページをごらんください。

変更分です。４の農業近代化資金等利子補

給から、次の３５ページの１６危険ため池夏

畑池地区堤体改修事業までが農林水産部関係

です。これは、各種農林漁業制度資金の貸付

実績や公共事業の契約金額の確定等に伴い、

債務負担行為の変更をお願いするものです。

次にお手元に予算説明書をご準備願います。

続いて、今回の補正予算において増減の大き

な主な事業についてご説明させていただきま

す。
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予算説明書の２３９ページをお開き願いま

す。

１番下、活力あふれる園芸産地整備事業費

４億３，３５２万２千円の減額です。

これは、当初、県事業として計画していた

国東市のリーフレタスの栽培施設整備が、県

予算を経由せず国で直接採択されたことや、

入札による事業費の減などによるものです。

次に２４６ページをお願いいたします。

上から２番目、肉用牛競争力強化対策事業

費２億６，１６７万７千円の増額です。

これは、国の補正予算を受け入れ、杵築市

などで畜産クラスター計画に基づく肥育牛舎

や堆肥舎の整備を支援し、肉用牛の生産基盤

の強化を図るものでございます。

次に、その１つ下、肉用牛生産基盤拡大緊

急支援事業費をごらんください。これは、お

おいた豊後牛の増頭に向けて、繁殖、肥育そ

れぞれで導入支援を行う事業でございます。

まず右側の説明欄の１つ目の二重丸のとお

り、繁殖雌牛の増頭対策については、子牛価

格の高騰を受け繁殖農家の増頭意欲が向上し

ており、導入実績が見込みを上回ったことか

ら、５，１１０万円の増額を行います。なお、

この対策の効果もあり、長年減少を続けてい

た県内の繁殖雌牛の頭数は、増加に転ずるも

のと見込んでおります。

その下の二重丸が、肥育牛関連です。こち

らは、肥育施設の整備のおくれや、市場との

兼ね合いから導入頭数について年度間の平準

化を図ったことにより見込みを下回り、３億

６，１４３万９千円の減額となっております。

次のページの上から３番目、県産豚競争力

強化対策事業費５，３３０万６千円の増額で

ございます。

昨年１２月からスタートした県産統一ブラ

ンド豚「米の恵み」の取り組みは、多くのメ

ディアで取り上げられるなど好評を得ており

ます。この機会を逃さず、国の補正予算を活

用し、豊後高田市などでの豚舎等の整備を支

援し、生産基盤の強化を図るため増額するも

のでございます。

２５１ページをお開きください。

１番下、農地中間管理推進事業費６億９，

０２２万６千円の減額です。

これは、農地の出し手に対する機構集積協

力金について、国の配分基準が新規集積分の

みに限定されたことに伴い、更新に係る交付

単価を引き下げたことに加え、単価の引き下

げ等により農地集積や集約化する面積が見込

みを下回ったことにより減額するものでござ

います。

次に２６５ページをお開き願います。

上から３番目、林業専用道整備促進事業費

３億２９０万円の増額です。

これは、森林施業の効率化や低コスト化に

向け、国の補正予算を積極的に受け入れ、地

元要望の強い林業専用道を前倒して整備する

もので、これにより素材生産量の増加を図り

ます。

以上で一般会計補正予算案についての説明

を終わります。

土居委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

小嶋委員 説明が早いので、ついていくのが

大変でした。どれでしたかね、県の当初予算

で準備しておったけど、国から直接措置され

たというのがありましたですね。どれだった

かな。あっ、活力あふれる園芸産地整備事業

費、４億３千万円の減ですね。これは予算の

組み立てというかよくわかりませんが、こう

いうことってよくあることなんですか。それ

とも、これは事前にそういう情報もあったか

どうかということなどをちょっと聞かせてい

ただければ。

勝本園芸振興室長 今お尋ねのあった件は、

国東市のトマト栽培施設でございますが、当

初予定していた事業が国のほうの予算が取れ

なくて、それにかわる事業が補正等で出てき

た場合、直採事業という直接国費を受け込む

ような事業等ができたときに、それで代替し

て事業をするというふうなことで、当初予算

が減額されるというようなことが起こってい

るわけでございます。
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小嶋委員 もうちょっと詳しくわかるように

お願いできますか。それ以上はもうないかな。

勝本園芸振興室長 当初ですね、強い農業づ

くり交付金事業というような事業メニューで

国費を受け込む予定にしていたところ、その

事業が全国的にも要望が非常に多くて、今回

の当初予定していたやつができないというふ

うなときに、補正等で産地パワーアップ事業

と新しい事業メニューが国から紹介されまし

て、そういった事業に置きかえて当初の事業

を達成していくというようなことで、国のひ

もがどういう事業で変わるかというふうなこ

とで、このような減額になっているというこ

とでございます。

小嶋委員 すごくややこしいわけで、そうい

う場合というのは、特に予算を示したとき、

きょうは上程されたから仕方ないのかもしれ

ません。事前に我々に対しては説明いただか

ないと、内部ではわかっているかもしれませ

んが、きょうこうやって説明されて、それは

そういうことですと言われても、何が何かよ

くわからないというのが実感ですね。

ぜひ今後、補正予算も含めてですが、予算

説明のあり方を少しご検討いただけるとあり

がたいと思います。答弁は結構です。要望し

ておきます。

土居委員長 そのほかございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかにご質疑等もないので、こ

れより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案のうち

本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、特別会計補正予算に係る３つの議案

をまとめて審査いたします。

第５１号議案から第５３号議案まで、一括

して執行部の説明を求めます。

安藤団体指導・金融課長 農林水産委員会資

料の２ページにお戻りください。

第５１号議案平成２８年度大分県林業・木

材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

についてご説明いたします。

資料上段の表をごらんください。

款、項、目ごとに左から、３月補正額、既

決予算額、補正後予算額、主な増減理由を記

載しております。

今回の補正では、太枠で囲っております２

８年度３月補正予算案にありますように、貸

付勘定において１億２，７６３万６千円の増

額を、業務勘定におきまして２５７万６千円

の減額を計上しております。

これは、主な増減理由の欄にありますとお

り、林業・木材産業改善資金におきまして前

年度の未使用額が確定したことや、木材産業

高度化推進資金の貸付実績が見込みを下回っ

たこと等によるものでございます。

続きまして、第５２号議案平成２８年度大

分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第

１号）についてご説明いたします。

今回の補正では、太枠で囲ってある２８年

度３月補正予算案にありますように、貸付勘

定において３億５，０５０万２千円の増額を、

業務勘定において１５１万６千円の減額を計

上しております。

これは、主な増減理由の欄にありますとお

り、沿岸漁業改善資金におきまして前年度未

使用額が確定したことなどに伴うものでござ

います。

樋口森林整備室長 第５３号議案平成２８年

度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１

号）についてご説明いたします。

資料下段の表をごらんください。

太枠で囲ってある２８年度３月補正予算案

にありますように、県営林事業費１億１，７

１６万３千円の増額でございます。

主な内訳です。第１款第１項県営林事業費

は、第１目伐採事業費において６，８８９万

４千円の補正増を計上しております。これは、

森林所有者との処分協議が進み、伐採による

財産収入が見込みを上回ったことに伴い、森
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林所有者との精算金である県営林の分収交付

金が増加したこと等によるものです。

次に第２項県民有林事業費ですが、こちら

についても第１目伐採事業費において財産収

入が見込みを上回ったことにより、県民有林

の分収交付金が増加したことに伴い、５，８

０８万５千円の補正増を計上しております。

以上で、特別会計補正予算案の説明を終わ

ります。

土居委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 別にご質疑等もないので、これ

より採決いたします。

まず、第５１号議案平成２８年度大分県林

業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第

１号）について、原案のとおり可決すべきも

のと決することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第５２号議案平成２８年度大分県沿

岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

について、原案のとおり可決すべきものと決

することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第５３号議案平成２８年度大分県県

営林事業特別会計補正予算（第１号）につい

て原案のとおり可決すべきものと決すること

に、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に諸般の報告でございますが、まず、県

議会議長と市町村議会議長との意見交換会の

経緯を簡単にご説明します。

意見交換会は昨年の１０月１４日に開催さ

れ、「まち」、「ひと」、「しごと」の３つ

のテーマで分科会が設けられ、各市町村での

取り組みや課題、県への要望事項などについ

て議論が行われました。

各常任委員長は、分科会の座長、副座長と

して参加し、私も第３分科会の「しごと～仕

事をつくり、仕事を呼ぶ～」の座長として参

加しました。

意見交換会の中で県に要望のあった内容に

ついては、今月中に市町村議会の議長に回答

することとしており、本日は当委員会所管の

要望項目について検討を行います。

お手元の本日の資料ですが、執行部におい

て、市町村議長の要望項目ごとに現状と今後

の取り組み方針をまとめていただいており、

この資料が市町村議会議長に報告するベース

になります。

それでは執行部に報告をお願いしますが、

件数が多くなっておりますので、説明は現状

と今後の方針を中心に簡潔にお願いします。

茅野新規就業・経営体支援課長 農林水産委

員会資料の３ページをお開きください。

要望項目１９番「将来の農林水産業を担う

後継者育成に対する支援について」の取り組

み状況等を報告いたします。

中ほどの現状の欄をごらんください。

県では、就業相談会の開催などにより、就

業希望者の堀り起こしを行うとともに、就業

に向けた研修制度の充実・強化に取り組んで

おります。

また、就業後につきましても、初期の経済

的負担を軽減するため、農業と漁業の分野に

おいて、県独自の親元就業給付金の制度を創

設するとともに、若手生産者のさらなる経営

力の強化や法人化への支援を行うなど、各段

階における支援の充実を図っております。

こういったこともあり、昨年度の新規就業

者数は３６２名と、目標を上回る実績を上げ

ることができました。

もとより、地方創生等の観点からも後継者

育成は引き続き重要な課題であり、今後も取

り組みを強化してまいります。予算計上中の

ものを含めますが、下の白丸には、新規のも

のを中心に今後の取り組み方針についてまと
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めております。

まず研修面では、市場が拡大する有機農産

物の新たな担い手向けのファーマーズスクー

ルの制度拡充を図ってまいります。

また、４５歳以上５５歳未満の中高年層の

移住就農者向けの県独自の給付金制度の創設、

畜産の分野では、畜産基盤を持たない新規就

農者向けのリース畜舎整備の県費の上乗せ助

成につきまして、当初予算案として計上させ

ていただいております。

藤本森との共生推進室長 農林水産委員会資

料の４ページをごらんください。

要望項目２０番「有害鳥獣対策の強化につ

いて」の取り組み状況等を報告いたします。

県では、中ほどの現状の欄にありますよう

に、集落環境対策、予防対策、捕獲対策、獣

肉利活用対策の４つを柱に、イノシシは、防

護柵と併設する箱わなの設置による予防対策、

鹿は、猟期内の捕獲報償金の上乗せによる捕

獲圧の強化に取り組んでいます。

また、新たな狩猟者の確保やジビエの活用

にも力を入れており、昨年の８月には九州初

の女性猟師の会となる大分レディースハンタ

ークラブが大きく話題になるとともに、本年

２月からは県内量販店で県産ジビエの販売が

開始されたところです。

下の今後の取組方針をごらんください。今

後も引き続き４つの対策を着実に進めてまい

ります。その中でも、来年度は特に新規狩猟

者の確保の面を強化していくことしており、

今定例会に、狩猟参入のハードルの１つとな

っている金銭的負担を軽減するため、狩猟免

許申請等に係る手数料を免除するための議案

についても提出させていただいているところ

です。

樋口森林整備室長 資料の５ページをごらん

ください。

要望項目２１番「伐採跡地の再造林の推進

について」の取り組み状況等を報告いたしま

す。県では、現状の欄にありますように、主

伐後の確実な再造林を目的に、再造林の低コ

スト化を推進しています。

このため、低コスト再造林を行う者に対し

て公共造林事業に本県独自の上乗せ助成をす

ることにより、全国でもトップクラスとなる

９０％の高率助成を行うなど、森林所有者の

負担軽減に取り組んでいます。

また、春に集中する造林作業を分散するた

めに、植栽の時期を選ばないコンテナ苗の導

入を進めるほか、県単独事業により、供給が

不足しているスギ挿し木苗の自給率向上に取

り組んでおり、本年度は平成２６年度比で４

０万本を増産し、１００万本を供給します。

下の今後の取組方針をごらんください。今

後は主伐の増加が見込まれ、再造林は大きな

課題となります。このため、次年度以降も取

り組みを強化していきます。

まず、森林法の改正による造林報告の義務

づけ制度を活用し、造林未済地の把握と森林

所有者への適切な指導を徹底します。

加えて、森林所有者の負担軽減も重要とな

ることから、新たに県独自の支援制度として、

コンテナ苗で花粉の少ない杉を再造林した場

合は、１ヘクタール当たり３万円を上乗せ助

成する制度の創設に関する予算、さらに、再

造林後の下刈り負担の軽減を図るため、２か

ら５年生の下刈りについて、県と市町村で上

乗せ助成を行う予算を本議会に提案させてい

ただいているところであります。

委員会資料の６ページをごらんください。

要望項目２２番については、「現在５年ま

でとなっている下刈りの補助を、６～７年生

まで拡大してほしい」といった要望となって

おります。

現状の欄をごらんください。

公共造林事業における下刈りは、雑草木が

植栽木を覆う被圧によって枯れ、成林できな

くなることを防止するために行う重要な作業

であります。

しかしながら、６年生以上の造林地であれ

ば、植栽木が雑草よりも背が高くなるため、

下刈りの必要性は大きく低下します。県では、

限られた予算の中で、より必要性の高い再造

林や、鳥獣被害防止、１から５年生までの下
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刈りを優先して採択しているところです。

下の今後の取組方針をごらんください。さ

きに述べましたとおり、林業に係るコスト削

減の観点から、６年生以上の下刈りの重要性

は低いと考えておりますが、適切な管理は重

要です。そこで来年度からは、６年生以降の

つるによる植栽木への被害を防止するため、

新たに６から８年生の間で１回、坪刈りを補

助対象とすることとしております。さらに、

下刈りコストのさらなる低減に向けて、初期

成長にすぐれたエリートツリーの開発も現在

行っているところであります。

吉野林務管理課長 委員会資料の７ページを

ごらんください。

要望項目２３番については、「２年制の県

立林業大学校を日田市に設立してほしい」と

いうものです。

現状の欄をごらんください。即戦力となる

人材が欲しいという林業現場の声に応じて、

県では今年度おおいた林業アカデミーを開設

し、現在１０名の若者が湯布院の林業研修所

を拠点に、林業への就業を目指し学んでいま

す。

４月の開講から基礎技術の習得や現場実習

をしっかり行い、１１月からは実践力を身に

つけるため県下各地の林業事業体にインター

ンとして受け入れていただき、現在３月の研

修修了に向けて仕上げの段階に入っていると

ころです。受け入れ先の事業体の評判も上々

で、卒業生の多くは、県内の事業体での就業

が予定されているとのことです。

今後の取組方針についてです。要望の林業

大学校等新たな施設の設置については、費用

はもちろん、ノウハウの蓄積等長期間の準備

が必要です。加えて、２年制を導入するには、

現状よりさらに高度な知識を身につけた卒業

生に見合う就業環境を持つ事業体を数多く確

保することが不可欠です。

このため県では、まずはアカデミーを成功

させ実績を積むとともに、県内林業事業体の

経営体質の強化に向けた支援に重点的に取り

組んでまいりたいと考えております。

続きまして、委員会資料の８ページをごら

んください。

要望項目２４番「生産森林組合への支援に

ついて」の取り組み状況等を報告いたします。

現状の欄にありますように、生産森林組合

は県下に８６組合があり、経営面積は７，９

７７ヘクタールで県内民有林の１．９％とな

っています。主な収入が木材販売収入等であ

り、長期的な収支均衡が前提という特殊な事

業もあり、平成２７年度決算では４８組合が

当期欠損金を計上しており、経営は厳しい状

況となっております。

また、組合員の減少・高齢化が進むなど、

今後の組合運営も課題となっています。

このような状況を受けて、県では中ほどの

①から③に記載した指導等を行っているとこ

ろでございます。

中でも①、②に記載しました経営改善が最

も大事な課題になります。このため、林業普

及指導員等を通じ、造林補助制度の活用や地

域の森林組合との連携促進などの経営指導を

行っております。

今後についても、引き続き市町村とも連携

して、経営や運営面の支援を行っていきたい

と考えております。

光長農地活用・集落営農課長 続きまして、

委員会資料の９ページをごらんください。

要望項目２５番「山国米のブランド化につ

いて」の取り組み状況等を報告いたします。

現状の欄にありますとおり、中津市では株

式会社農業生産法人やまくにを設立し、山国

町地区の地域の担い手として農地の管理や農

作業受託を活発に行っています。

株式会社農業生産法人やまくにでは、高齢

農家等から農地を借り受け、焼酎かすをまぜ

込んだ堆肥の利用等による栽培で、付加価値

の高い米づくりに取り組んでおり、県では営

農指導に加えコンバイン等の導入を支援して

います。

今後の対応についてです。山国地区は中山

間地域に位置しており、低コスト化に限界が

ありますので、引き続き特色ある米づくりを
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進めてまいりたいと思います。

また、平成２９年度に農業公社やまくに、

株式会社農業生産法人やまくにを核に、地域

農業経営サポート機構の設立を目指していま

すので、本機構の活動を支援することを通じ

て、山国地域農業の生産・販売活動を強化し

てまいりたいと思います。

石井農村整備計画課長 委員会資料の１０ペ

ージをごらんください。

要望項目２６番「老朽化した農業水利施設

の整備促進について」の取り組み状況を報告

いたします。

県では、現状の欄にありますように、農業

用水路等につきましては、現状の老朽化状況

等を把握し、適切な時期に的確な工法で補修

・補強工事を実施し、施設の長寿命化対策に

取り組んでおります。また、ため池につきま

しては、防災減災対策として一斉点検を実施

し、その結果を踏まえた計画的な改修やハザ

ードマップの作成等に取り組んでおります。

今後の対応についてです。整備を着実に実

施するためには予算の確保が不可欠であり、

機会あるごとに国に対して強く要請を行うと

ともに、地元要望を十分踏まえ、計画的に整

備促進を図っていきます。

石橋畜産技術室長 委員会資料の１１ページ

をごらんください。

要望項目２７番「肥育農家への支援につい

て」の取り組み状況等を報告いたします。

県では、現状の欄にありますように、飼料

価格の高騰等を受けて、経営全体のセーフテ

ィーネットである肉用牛肥育経営安定特別対

策事業いわゆる肥育マルキンの発動基準に、

地域の実情をより反映しやすい地域算定方式

を平成２７年度から導入しました。

また、飼料高騰対策として、耕畜連携によ

る飼料用米の利用拡大や地域資源を活用した

焼酎粕ＴＭＲの開発、肥育期間の短縮等によ

り生産コストの低減を推進しています。

これらに加え、子牛価格の高騰への対策と

して、平成２７年度から、畜産公社が農家の

導入資金を肩がわりする素牛預託制度を創設

し、さらに２８年度からは、導入費用に加え

て飼料代等の飼育管理費用も助成する制度を

上乗せしたところです。

今後の対応についてですが、引き続き飼料

用米の利用拡大等を進めるとともに、子牛の

導入支援を継続するための予算を本議会に提

案させていただいているところです。

以上で取り組み状況の報告を終わります。

土居委員長 ただいまの報告について、ご質

疑等はありませんか。

御手洗委員 ５ページの伐採跡地の再造林の

推進、これについて、コンテナ苗を今奨励し

ているということです。４０万本ということ

ですが、実際には今の時点でどのくらいの生

産を賄っているんでしょうか。そして、伐採

可能な林地がたくさんあるわけですが、今後

どのような取り組みをしようとしているのか、

ちょっとお聞きします。

樋口森林整備室長 コンテナ苗の今年度の生

産量は２０万本であります。平成３１年度ま

でに３０万本の生産を目標としておりまして、

最終的に３６年度までには５０万本を生産す

るように目指しております。

コンテナ苗については以上です。

御手洗委員 ５０万本ということですが、そ

れは生産可能なんですか。例えば、穂木とか

いろいろな問題があるんだろうけれども、ど

うなんでしょうかね。

樋口森林整備室長 県では、穂木の確保に向

けて採穂園の整備を昨年度からスギ挿し木苗

自給率向上対策事業で行っておりまして、既

存の苗木業者さんが持たれている今既に整備

されているやつ、今後整備するやつとあわせ

て、平成３６年までには穂木もとれるように

なるというふうな計画のもと一生懸命取り組

みを進めております。

御手洗委員 これは周年植えつけができると

いうことなんですが、１本当たり幾らになる

んですかね、１年生を植えるのか２年生を植

えるのか。

樋口森林整備室長 基本的には、挿し木苗は

１年生でございますが、いわゆる普通苗が１
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本当たり７４円でございます。コンテナ苗は

今の生産価格の倍の１４８円でございます。

後藤委員 それでは２点お尋ねしたいんです

が、まず１つは要望項目１９の後継者の問題

に関して、お願いというか相談というか、現

状のお話なんです。農業の若い方の話を聞い

ていますと、入るときはいいんですけど、や

っぱり入ってからが、法人等にもよるんです

けど、聞いていた話と違うとか、それからや

っぱり労働時間が思ったより長い、当然土日

なんかが休みなんていうことはないものです

から、そういったいろんな法人の話を聞くと、

入った方とのさまざまな問題が生じるという

ことはよく聞く話なんですけれども、やはり

１度県の、本当皆さんがよく農業に対する思

いでいろんなところを普及員の方が回られる

のはわかっておりますので、一歩踏み込んで、

ぜひ農業法人等の労働条件ですね、例えば、

土日出た場合に振りかえがあるのかとか、そ

れから割り増しの残業代だとか、そういった

のがあるのかと。

やっぱり中には、僕は悪いなと思うのが、

法人の経営者で農業なんかそんな、そもそも

労働基準法なんか関係ないんで、そんなもの

払わないでいいんだという経営者がいるとい

うのも、これはもう事実だと思うし、そんな

ことをしているからいつまでたっても農業と

いうのはブラックなんじゃないかと言われる

ところもあると思います。ぜひ１度そういっ

た調査をしていただいて、僕はなぜ聞きたい

かというと、やはり若い人が入って、この大

分県にせっかく来てもらっても、その所得が

少ないままだったら、なかなかやっぱり入っ

たけど失敗したなと思う方もいると思います

ので、こういった条件等も踏まえて、なかな

かもうかっている農業法人というのは少ない

と思うんですけど、どうすれば若い方が本当

に大分県に定着するかというのは１度込み入

った内容を調査していただけないかなという

のをあわせてお願いしておきたいと思います。

あと東京オリンピックでよく出るＧＡＰの

問題なんですけど、県が随分ＧＡＰに関して

は普及しようとされていると思うんですが、

いまだかつて、本当に大分県ではこれだけＧ

ＡＰとずっと言ってきているんですけど、な

かなか法人形態もそうなんですけど、個人も

取っているところはやっぱりふえていないみ

たいですので、最低ＪＧＡＰくらいが取れる

法人はもう少しふやしていくようにすれば、

さっきの労災の問題とか労働条件の問題もそ

うなんですけど、あわせて改善されていくん

ではないかなというふうに思っています。そ

れが１つです。

もう１つが鳥獣害の関係なんですが、猿の

殺し方をやっぱりあわせてひとつ研究してい

ただけないかなと思います。イノシシ、鹿は

食べるので、同じ殺すにしても、そばで殺し

て見てさばくときも、食べるからいいやとい

う思いもあるんですけど、やっぱり猿に関し

てはなかなか、難しいのはよくわかっている

んですけど、今県がやろうとしている大量に

ドロップネットみたいなものでとったときに、

あの猿を殺す方法を考えておかないと、動物

愛護団体から何か言われることはないかもし

れませんけど、見る人に関してはやっぱり猿

の殺し方というのは非常に残虐ではないかな

というのもあると思うので、僕はあわせてこ

ういう猿の殺し方もちょっと検討していただ

ければなというふうに思っています。

その２点で、もし何かあれば教えていただ

ければと思います。

茅野新規就業・経営体支援課長 農業生産法

人の労働条件のお話がございました。おっし

ゃるとおり、経営体によって条件は異なって

おりますけれども、厳しい経営体もあるとい

うのは承知しております。そういう点につき

ましては、一時的にはやっぱり経営に対して

の強化というのは１番大事だろうというふう

に思っていますし、それは続けておりますけ

れども、労働環境、いわゆる雇用環境の改善

に向けて、研修会等も開催して、そこら辺の

意識啓発も進めているところではございます

けれども、委員おっしゃるとおり、状況につ

いては把握に努めたいというふうには思って
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おります。

光長農地活用・集落営農課長 集落営農法人

についての雇用状況の整備ということでお答

えいたしたいと思います。

集落営農法人につきましては、そういった

雇用の状態だとか、そういうものを今調査を

しておりまして、どういった法人が何名常時

雇用者を雇っているとか、そのときに雇用保

険等の整備は進んでいるかとか、そういった

ものをきちんと調査を今やっているところで

ございます。

これをもとに、それぞれの法人に対する指

導、それからいろんな研修会ということを開

催するように予定をしているところでござい

ます。

浅田地域農業振興課長 ＪＧＡＰにつきまし

てですけれども、今大分県では９７戸の農家

がＪＧＡＰの認証を受けております。確かに、

安全・安心な農産物を提供するだけじゃなく

て、作業の効率化、経営の効率化を図る上で、

ＪＧＡＰの導入というのは大事なことである

と考えております。今、全国的にも大分県の

ＪＧＡＰの取り組みというのは大体５本の指

に入るぐらいに進んでおりますけれども、そ

れであってもまだまだ少ないと感じておりま

すので、これから団体認証ということも視野

に入れながら、今やっていますけれども、も

っとこれを広げていきたいと思っておるとこ

ろであります。

藤本森との共生推進室長 猿のとめ刺しの仕

方についてのご質問でございます。

我々も猿の被害対策に今取り組んでおりま

して、大量捕獲装置等の導入も進めておると

ころです。確かに、とめ刺しについては、猿

の場合、非常に慎重な対応が必要になるのか

なと思っております。今現在、銃とか、中に

は撲殺している例もあるんですけれども、ち

ょっとやっぱり残忍だということで、本来、

薬殺というか、そういうものもあるんですけ

ど、これは高崎山の管理公社は実施中なんで

すけど、１頭当たり約４万円かかって獣医師

さんの確保が必要だという点で、ちょっとな

かなか難しいということでありまして、現在、

我々が考えておりますのは、電気とめ刺し機、

これであれば余り苦しまずに電気ショックで

処分できるということで、現在、県下に５台

導入しております。さらに来年度も導入を進

めて、こういったものでなるべく苦しまずに

処分できるようなことを考えていきたいと思

っております。

小嶋委員 ３ページの後継者の育成に関する

支援について、直接農林水産部に関係ないか

もしれませんが、考え方などについてちょっ

とお尋ねしたいと思います。

後継者の育成というのは、農林水産部とし

て独自にそれぞれの、私なんかも視察に行き

ましたピーマンだとかイチゴとか、そういう

ところで部分的にやられていて、それがだん

だん積み重なって優秀な経営者ができている

ということは十分承知いたしておりますし、

農業大学校もあって、ここも充実した授業が

できているんだろうと思うんですが、県下で

農業高校がもうほとんどありませんね。ほと

んどないというか、農業高校というところが

もうなくなったのと、高校の中に農業の科目

がある学校は幾つかあります。

まず最初に、農業に関する教育を行ってい

る学校の現状といいますか、何校あるかとか、

どういう内容であるかということをご承知の

方がいらっしゃる部門があれば教えていただ

きたいことと、農業高校という高校が大分県

からなくなって以降の後継者育成に関しての

影響といいますか、その影響について農林水

産部としてはどのように評価なさっているで

しょうかということを２点目にお尋ねしたい

と思います。

茅野新規就業・経営体支援課長 農業高校が

なくなって、単科として持っているのは今三

重総合高校の久住校が農業の専科というふう

になっております。県下全体ではそれも含め

て９校の農業系の高校があり、林工が林業系

で１校あるという状況になっております。そ

れぞれ総合高校の形になって、農業系の科を

持っていまして、そこで専門的な科目を教え
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ているというふうな状況になっております。

農業系高校がなくなっての影響ということ

ですけれども、現状ではやっぱり、総合高校

の中でそういった農業系の学科を持ちながら、

選択科目でほかの分野の科目もとれるという

状況にもなっていますので、そういう総合的

に広い視野を持った生徒さんが育成できてい

るのかなというふうに思っています。そうい

った中で、農業大学校への進学等々へもつな

がっているのかなとは思っておりますけれど

も。

土居委員長 もう１点。人材育成の問題点と

かは感じないのかどうか。

茅野新規就業・経営体支援課長 高校生で言

いますと、高校の段階でそのまま自営に進ん

だりとか、雇用就農の形態も少ない状況には

ございます。ということは、高校からやっぱ

り農大進学、あるいは一般の４年制大学の農

学部等に進学する中で、進路を決めつつ雇用

就農に向かったり、あるいは自分で自営する

というふうな方向でいくのが適正かなという

ふうには思っているところでございます。

小嶋委員 農業を学生の頃学んで、大学に行

くのもいいですし、高校卒業して親元で親の

仕事を継ぐということもあったと思うんです

ね。これまでは農業高校って幾つか、専門で

農業高校ってあったわけで、私はこれまでの

大分県の農業もそういう人たちに支えられて

きたと思うんですけれども、総合高校の中で

農業のみではなく、ほかの勉強もしながらと

いうことになると、少し専門の知識そのもの

が薄くなっていく可能性もあると思うんです。

これは高校のあり方をいろいろここで議論し

てもしょうがないんですけれども、ただ、私

は今後の大分県の農業戦略ということを考え

たときに、低年齢層からやっぱり農業という

ものをしっかり専門的に学べる環境をやっぱ

りつくっておく必要があるのではないかなと、

私はそう思うんですけど、そのことによって

後継者の育成に大きな影響を及ぼすと思うん

です。その辺はいかがでしょうか、どのよう

に評価なさるでしょうか。

茅野新規就業・経営体支援課長 低年齢層か

らそういった農業の専門を勉強するというこ

とは大事なことで、おっしゃるとおりかと思

います。ただ、今、現状はいわゆる農業経営

を進めていく上では、やっぱりいろんな知識

を持っている必要があるのかなと。いわゆる

それは労務管理であったり経営管理、財務等

々ですね。そういった面からすると、農業の

科目そのものだけではなくて、やっぱり一般

的なそういった知識も吸収しながら、やっぱ

り将来の優秀な農業経営者に育てていく必要

があるかなというふうには思っているところ

でございます。

そういうことから、広く勉強していくとい

うのも重要かなと。その上で、自分が農業を

やっぱりもっと突っ込んでやりたいというこ

とになれば、農業大学校であったり、先ほど

の４年制大学の農学部であったり、そういっ

たより深い専門的な知識を学んでいくのもい

いかなというふうには思っているところです。

小嶋委員 おっしゃっていることはよくわか

りますが、私自身としては、私の申し上げた

いことは、やはり専門の勉強をしていって、

そして進路選択がどういうふうになるかとい

うことは、それぞれ個人が決めることではあ

るんですけれども、専門の高校をなくしてし

まったことによる影響というのは、私は大き

いものがあるのではないかと思っていますし、

農業をやるに当たってほかのことを勉強して

おく方がよいということは、それは次のステ

ップで幾らでもあるわけで、やっぱり専門的

なことをしっかり勉強した上で大分県の農業

に、全体的なものも理解していただきながら、

さらに生産力を上げていくということに寄与

してもらうという大きな意味を持ってもらう

ような勉強ができる環境というものはやっぱ

り必要じゃないかなと私は思っています。

ここで高校のあり方を議論してもしようが

ないんですけれども、ぜひそういった観点か

ら、少子化というものが大きな影響をしてい

るということも一方ではあるんだろうと思い

ますけれども、でも、大分県ぐらいじゃない
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ですか、農業高校がないというのは。ここは

もう農林水産部の責任ではないんですけれど

も、今後そういった議論も一方では進めさせ

ていただきたいと、このように思います。

答弁は結構です。以上です。

土居委員長 ほかに質疑もないようですので、

以上で諸般の報告を終わりますが、今回の報

告書を見てみますと、とてもわかりやすい説

明になっております。執行部の皆さんに感謝

申し上げます。ありがとうございました。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかにないようですので、これ

で農林水産部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔農林水産部退室〕

土居委員長 この際、ほかに何かありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかにないようですので、これ

をもちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


